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平成26年度：職場（自治体・企業等）において、働き方の見直しを進めて
家事・育児参画に積極的に取り組んでいる男性（キーパーソン）及びその上
司（支援者）を対象に、「キーパーソンセミナー」を開催。キーパーソン及び
支援者が、職場で仕事と生活の調和の取組を先導することで、取組を加速
させる。

平成27年度：キーパーソンセミナーを継続。キーパーソン及び支援者の
活動事例を広く周知し、賛同者を拡大。

■ 男性の意識改革や働き方の見直しを先導する
「キーパーソン」育成事業

平成26年度に引き続き、27年度においても、主に企
業の人事労務担当者を対象に、ワーク・ライフ・バラン
スに関する国の最新情報、制度解説、取組の好事例、
イベント情報等を毎月配信。

■ 「カエル！ジャパン」通信
（メールマガジン）の発行

平成26年度に引き続き、27年度においても、キャン
ペーンに賛同する企業等が、シンボルマーク・キャッチ
フレーズをポータルサイトからダウンロードし、企業等の
ホームページ・名刺などに活用することを通じて気運の
醸成を図っている。また、ポータルサイトで登録企業等
を紹介。

■ 「カエル！ジャパン」
キャンペーンの推進

平成26年度：企業経営者や管理職を対象としたトップセミナー等を経済
団体と共催。企業が仕事と生活の調和に取り組むメリットや具体的事例や
手法を普及。

平成27年度：トップセミナー等を継続。調査研究で作成した事例集を、セ
ミナーで活用するほか、地方自治体にも提供して地域の企業への促進を
支援。

■ 企業経営者や管理職を対象とした
トップセミナー等の開催

※平成27年度事業については、政府案である。

〔仕事と生活の調和人材育成経費〕

〔男性にとっての男女共同参画促進のための人材育成事業及び男性の家事・育児 理解・実践促進事業（経費）〕



平成２６年度 ワーク・ライフ・バランス、男性にとっての男女共同参画関係セミナー 

凡例（主な目的） ◆：ワーク・ライフ・バランス、■：男性の家事・育児、●：男性相談 

番号 実施日 名称 共催 場所 主な対象者 

１ 平成 26 年 06 月 26 日(土) 
■ 男性のとっての男女共同参画シンポジウム 

～子育てってこんなに楽しい！ 
上司が変われば、日本の子育てが変わる！イクボスのすすめ～ 

－ 三重 一般 

２ 平成 26 年 11 月 07 日(金) 
◆ ダイバーシティ・マネジメントセミナー（第 1 回） 

～中小企業におけるダイバーシティ経営を考える～ 
日商 東京 経営者 

３ 平成 26 年 12 月 12 日(金) 
■ キーパーソンセミナー（第 1 回） 

～働き方の見直しを進め、男性の家事・育児参画を先導するために～ 
― 大阪 

家事・育児に参画している男性

及び上司等 

４ 平成 26 年 12 月 13 日(土) 
■ キーパーソン育成セミナー（第 2 回） 

～働き方の見直しを進め、男性の家事・育児参画を先導するために～ 
― 大阪 

家事・育児に参画している男性

及び上司等 

５ 平成 26 年 12 月 18 日(木) 
◆ ダイバーシティ・マネジメントセミナー（第 1 回） 

～働き方改革によるダイバーシティ推進の実践～ 
経団連 東京 管理職 

６ 平成 27 年 01 月 21 日(水) 
◆ ダイバーシティ・マネジメントセミナー（第 2 回） 

～働き方改革によるダイバーシティ推進の実践～ 
経団連 大阪 管理職 

７ 平成 27 年 01 月 23 日(金) 
■ キーパーソン育成セミナー（第 3 回） 

～働き方の見直しを進め、男性の家事・育児参画を先導するために～ 
― 東京 

家事・育児に参画している男性

及び上司等 

８ 平成 27 年 01 月 24 日(土) 
■ キーパーソン育成セミナー（第 4 回） 

～働き方の見直しを進め、男性の家事・育児参画を先導するために～ 
― 東京 

家事・育児に参画している男性

及び上司等 

９ 平成 27 年 01 月 30 日(金) 
● 「男性相談研修」（地方自治体担当者等対象） 

～男性相談の意義、窓口運営や相談員育成について理解を深める～ 
― 京都 自治体担当者 

10 平成 27 年 02 月 18 日(水) 
● 「男性相談研修」（地方自治体担当者等対象） 

～男性相談の意義、窓口運営や相談員育成について理解を深める～ 
― 東京 自治体担当者 

11 平成 27 年 02 月 27 日(金) 
◆ 経営者・管理職が進める！女性の活躍推進セミナー 

～企業成長のカギは、“輝く女性”と“ワーク・ライフ・バランス”～ 
日商 東京 経営者 

１2 平成 27 年 03 月 06 日(火) 
◆ ＷＬＢ推進セミナー（地方自治体向け） 

～各地域でのワーク・ライフ・バランスの取組を支援する～ 
― 東京 自治体担当者 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案（仮称）の概要

 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。

 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における女性の職業生活における活躍についての
推進計画を策定（努力義務）。

基本方針等の策定

豊かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が
十分に発揮されることが一層重要である。
そのため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進する。

 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること
 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生 活との円滑かつ継続的な両立

を可能にすること
 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

 国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。
 国や地方公共団体、民間事業主は右記の事項を実施

（労働者が300人以下の民間事業主については努力義務）。
 国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。

事業主行動計画の策定等
 女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析

【参考】状況把握する事項： ①女性採用比率 ②勤続年数男女差
③労働時間の状況 ④女性管理職比率 等

 上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする
「事業主行動計画」の策定・公表等

 女性の活躍に関する情報の公表（省令で定める事項のうち、事業主が選択
して公表）

女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

 国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。
 地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする（任意）。

その他

 原則、公布日施行（事業主行動計画の策定については、平成28年４月１日施行）。
 10年間の時限立法。
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